
補助金･助成金
支援機関

参考資料
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参考資料 / 補助金、助成金等

関連する支援制度 (補助金、助成金等) （制度の詳細、適用条件等は問合せ先の情報を確認ください）

人材確保等支援助成金

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業等に対して助成されます。若年者及
び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)、
外国人労働者就労環境整備助成コースなどがあります

対象事業者 対象となる取組 助成内容 問合せ先

建設事業者
• 建設キャリアアップシステム普及に係

る整備(カードリーダー購入等)
• 女性専用のシャワー室などの整備 等

助成金支給 愛媛労働局

国の補助金・助成金
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働き方改革推進支援助成金

2024年4月より時間外労働の上限規制が適用される業種を対象に、労働時間の削減や週休2日
制の推進を支援する助成事業です。成果目標の達成に応じた助成金が支給されます。

対象事業者 対象となる取組 助成内容 問合せ先

建設業を主に
行う中小企業主

労務管理担当者・労働者への研修、
就業規則・労使協定等の見直し、
人材確保、設備やソフトウェアの導入
等

成果目標の達成に応じ、
発生した経費の一部 愛媛労働局

トライアル雇用助成金

職業経験の不足などから、就職が困難な35歳未満の人や女性等の求職者等を原則3カ月間試行
雇用する場合、助成金を支給します。

対象事業者 対象となる取組 助成内容 問合せ先

雇用事業者 就職困難者等の雇用 助成金支給 愛媛労働局
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参考資料 / 補助金、助成金等

関連する支援制度 (補助金、助成金等) （制度の詳細、適用条件等は問合せ先の情報を確認ください）

刑務所出所者等就労奨励金制度、身元保証制度等

犯罪や非行をした人の自立及び社会復帰に協力することを目的として同人を雇用しようとする
事業者(協力雇用主)を支援する制度です。協力雇用主には同人の採用に対する奨励金の支給や、
最大200万円を上限とする身元保証を受けられます。

対象事業者 対象となる取組 助成内容 問合せ先

刑務所出所者等の
雇用事業者 雇用、職場体験講習 等 ・奨励金支給

・身元保証 等 松山保護観察所
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事業承継・引継ぎ補助金

中小企業・小規模事業者の事業承継やM＆A等を支援する補助金です。

対象事業者 対象となる取組 補助内容 問合せ先

小規模・中小企業
・経営革新(事業承継・M＆A等)
・専門家活用
・廃業・再チャレンジ

左記取組に係る費用に対して
補助金を給付

経済産業省
事業承継・引継ぎ
補助金事務局
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人材開発支援助成金

事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるため
の職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成さ
れます。

対象事業者 対象となる取組（コース） 助成内容 問合せ先

建設事業者 • 認定職業訓練
• キャリアに応じた技能実習の実施 ほか

費用および賃金へ
補助・助成 愛媛労働局

05 事業承継04 情報発信03 人材育成制度の整備02 多様な人材活用01 働き方改革



42

参考資料 / 補助金、助成金等

関連する支援制度 (補助金、助成金等) （制度の詳細、適用条件等は問合せ先の情報を確認ください）

ひめボス宣言事業所認証制度

県内企業・事業所が男女を問わず選択される魅力的な職場へ変革・成長できるよう、 女性活
躍推進、仕事と家庭の両立支援等に取り組んでいる企業等への認証に加え、常時雇用する労働
者数が20名以上300人以下の企業であれば奨励金が支給されます。

対象事業者 対象となる取組 助成内容 問合せ先

愛媛県内に本社又
は主たる事業所を
有し、事業活動を
行う企業等

• ひめボス事業所宣言書への署名
• 一般事業主行動計画の策定および

労働局への届出および公表、労働
者への周知 等

• ひめボス宣言事業所として
の認定

• 奨励金支給

愛媛県
(男女参画･子育て

支援課)
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愛媛県土木施工管理技術検定試験受験準備講習会の受講料補助

愛媛県土木施工管理技士会が実施する｢土木施工管理技術検定試験 受験準備講習会｣の受講料
が軽減されます。

対象者 対象となる取組 補助内容 問合せ先

県内建設業従事者等
（雇用主等の受講料一

部支払いが条件）
検定試験受験準備講習会の受講 受講料の低減 愛媛県土木管理

施工技士会
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愛媛県事業承継支援事業費補助金

県内中小事業者の事業承継に必要な経費を支援する補助金です(令和5年度は募集終了)。

対象事業者 対象となる取組 補助内容 問合せ先

県内の
中小事業者

親族・従業員等への事業承継、
M＆Aの仲介委託等 費用補助

愛媛県
（経営支援課）
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県の補助金・助成金



43

参考資料 / 補助金、助成金等

愛媛県中小企業融資制度「新事業創出支援資金・事業承継支援枠」

事業承継を進める事業者が有利に資金調達できる制度です。

対象事業者 対象となる取組 融資・補助内容 問合せ先

県内の
中小事業者等 事業承継に必要な資金の調達 制度条件下での資金調達及び

信用保証料補助
取扱金融機関又は

愛媛県信用保証協会
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愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度

大学生及び大学院生の県内定着及びUIJターン就職を促進するため、大学生等が卒業後、本制
度に登録した県内の企業に就職した場合に、愛媛県と登録企業とで出捐した基金により、奨学
金の返還を助成するものです。

対象事業者 企業が実施する取組 助成内容 問合せ先

登録企業 基金への出捐 奨学金の返還の助成 愛媛県
(産業人材課)
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対象企業
（登録企業） 愛媛県

対象学生
（助成対象者）

日本学生
支援機構

中核産業人材
確保支援基金

①登録企業申込み

④学生リストの提供

⑤企業研究･就職 ③助成対象者申込み

⑧奨学金の返還支援

⑦基金への
出捐 基金造成

⑥奨学金の返還 ⑨返還残額の通知
（返還期間短縮）

⑤企業情報提供･採用活動 ②登録企業の公表
①登録企業の申込み

②登録企業の公表

③対象学生（助成対象者）申込み

④企業への学生リストの提供

⑤企業研究・就職
企業情報の提供・採用活動

⑥1年間の就労・奨学金の返還

⑦企業から基金への出捐

⑧基金から日本学生支援機構への支払い
（奨学金の返還支援）

⑨助成対象者への奨学金返還残額の通知
（返還期間の短縮）

以後、⑥-⑨を繰り返す（最大7年）

関連する支援制度 (補助金、助成金等) （制度の詳細、適用条件等は問合せ先の情報を確認ください）
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参考資料 / 支援機関等

働き方改革推進支援センター

関連する支援機関等

支援機関として厚生労働省の｢働き方改革支援センター｣が全国に設置されており、愛媛県では
松山市(愛媛県法人会連合会)に設置されています。働き方改革のワンストップ窓口として、電話
やメール、来所による無料相談相談、専門家による訪問支援サービス(訪問3回程度)も実施して
います。

建設業・情報サービス業専用の総合相談窓口を設置するなど、支援の幅を広げています。

出所 ｢働き方改革推進支援センター（厚生労働省）｣リーフレット、
愛媛働き方改革推進支援センター ホームページを基に作成

中小企業等

商工会議所･商工会･
中央会等

働き方改革支援センター
(47都道府県に設置)

商工会議所･商工会、中央会等で
セミナーや相談窓口への専門家派遣を実施

ご希望に応じて、労務管理･企業経
営等の専門家が企業への個別訪問
によりコンサルティングを実施

電話･メール、来所による相談
(労働時間制度、賃金制度等に
関する一般的な相談)

身近な場所でのセミナーや
出張相談会への参加

愛媛働き方改革推進支援センター（愛媛労働局委託事業 委託先：一般社団法人 愛媛県法人会連合会）
住 所 790-0067 松山市大手町2-5-7 別館1階 電話番号 0120-005-262 FAX番号 089-913-5502
開所時間 平日9:00-17:00 ※祝日・年末年始を除く メールアドレス hataraki1@csc-ehime.jp

愛媛県事業承継･引継ぎ支援センター
2021(令和3)年4月、第三者承継支援を担当する｢愛媛県事業引継ぎ支援センター｣と親族内承

継支援を担当する｢愛媛県事業承継ネットワーク｣が統合し、新たに事業承継支援に関するワン
ストップ相談窓口として、｢愛媛県事業承継・引継ぎ支援センター｣が設置されました。

同センターでは、事業承継に関する以下の支援(無料*)を行っています。

愛媛県事業承継･引継ぎ支援センター（四国経済産業局委託事業 委託先：公益財団法人えひめ産業振興財団）
住 所 791-1101 松山市久米窪田町487-2 電話番号 089-948-8511 FAX番号 089-948-8512
開所時間 平日9:00-17:00 ※祝日・年末年始を除く メールアドレス shoukei@ehime-hikitsugi.go.jp

事業承継･引継ぎ(親族内･第三者)に関する相談

事業承継診断による事業承継･引継ぎに向けた
課題の抽出

事業承継を進めるための事業承継計画の策定

事業引継ぎにおける譲受 / 譲渡企業を見つける
ためのマッチング支援

出所 愛媛県事業承継･引継ぎ支援センター ホームページを基に作成

*費用負担が生じる場合もある
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参考資料 / 支援機関等

CCUS(建設キャリアアップシステム)認定登録機関

関連する支援機関等

「認定登録機関」とは、建設キャリアアップシステムを利用するための申請書類の受け取りや
記入補助を行い、本人情報や資格等の真正性を確認し、「登録できる窓口」機関です。

出所 一般財団法人建設業振興基金ホームページの認定登録機関紹介ページを基に作成

ビジネスサポートオフィス (公益財団法人えひめ産業振興財団 事業支援課）
住 所 791-1101 松山市久米窪田町337-1 電話番号 089-960-1291 FAX番号 089-960-1105
開所時間 平日9:00-16:30

ジョブカフェ愛Work(愛媛県若年者就職支援センター)

キャリアコンサルタント(国家資格)が、自己PRや仕事探しの相談から就業中のキャリアアップ
の悩みまで、仕事に関するあらゆることの相談に対応する窓口です。企業に対しては、採用･定
着に強い組織作り、若者と地元企業のマッチング、Uターン就職支援などを行っています。

ジョブカフェ愛Work （愛媛県委託事業 委託先：一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構）
住 所 790-0012 松山市湊町四丁目8番地13 電話番号 089-948-8511
開所時間 平日9:00-19:00、土曜10:00-18:00、 休日 日曜・祝日・年末年始を除く

ビジネスサポートオフィス(えひめ産業振興財団)
えひめ産業振興財団内ではビジネスサポートオフィス(BSO)を構え、企業等の経営課題に対応

すべく、各分野のプロフェッショナルな人材を活用した支援を行っています。また、前頁で紹
介した｢事業承継･引継ぎ支援センター｣や経営上のあらゆるご相談に応じる国の支援機関の｢よ
ろず支援拠点｣などとの連携を行っています。

準備 受付 審査･不備対応 申請内容確認 登録後

認定登録機関 CCUS運営主体
（建設業振興基金）

技能者
事業者

申請書
添付書類

提出

受領書

確認･審査
不備対応

内容確認
不備修正

登録
承認 ※事業者IDの発行は

登録料のお支払いを
確認した後になります。


